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 第５章 住みよい環境づくりのために 
 

１ 生活環境 

現状と課題 

 

大阪市の建物や施設について、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき、

エレベーターやスロープ、出⼊り⼝などの改善を⾏っています。 

鉄道駅舎エレベーターについては、「⼤阪市鉄道駅舎エレベーター等設置補助⾦交付要

綱」に基づく助成制度や指導を⾏うことにより、障がいのある⼈や⾼齢者等の移動の円滑

化の促進を図っています。 

平成12年に施⾏された「交通バリアフリー法１９」に基づき、市内の主要な鉄道駅を中

心に、障がいのある人や地域の方々の参加のもと、25地区の重点整備地区を設定し、地

区ごとに交通バリアフリー基本構想（以下「基本構想」という。）を策定しました。平成

18年 12月に、「⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「バリア

フリー法」という。）」が施⾏された後も、引き続き鉄道駅舎や駅周辺の生活関連施設に至

る歩⾏空間について、⼀体的にバリアフリー化を進めています。 

また、基本構想に基づく各事業の実施に際しては、その進捗状況の把握を⾏うとともに、

障がいのある⼈や⾼齢者等からの意⾒なども踏まえながら、より利⽤者の視点に⽴って施

設の整備等を⾏っています。さらに、重点整備地区の内外にかかわらず、交差点における

歩道の段差切り下げ・勾配修正の推進、公園の改善、駐⾞場の整備などにも積極的に取り

組んできました。 

                                                   
１９ 「⾼齢者、⾝体障害者等の公共交通機関を利⽤した移動の円滑化の促進に関する法律」の略称。公共交通機関の旅客施設・
⾞両等のバリアフリー化を促進すること及び旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に基づき、

移動の円滑化を重点的かつ⼀体的に推進することを内容としています。なお、平成 18年 12⽉に「⾼齢者、⾝体障害者等が円滑

に利⽤できる特定建築物の建築の促進に関する法律（ハートビル法）」と統合し、「⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律（バリアフリー法）」が施⾏されました。 
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これらの取組により、障がいのある人が住みやすい環境づくりに一定の成果をあげてき

たところですが、引き続き、障がいのある人の社会参加の促進に伴う多様なニーズに対応

していくことが求められています。 

そのため、「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」については、「ユニバーサルデ

ザイン」の理念、「バリアフリー法」、「障害者差別解消法」、「大阪府福祉のまちづくり条

例」の趣旨を踏まえた⾒直しを⾏う必要があります。また、⽣活関連施設も含めたバリア

フリー化をより一層進め、障がいのある人が住みやすい生活環境の整備や移動手段の確保

に取り組んでいく必要があります。 

市営交通機関においては、「市営交通バリアフリー化推進指針（平成23年10月策定）」

に基づき、積極的にノンステップバスの導⼊を⾏ってきたほか、地下鉄全駅でホームから

地上までエレベーターによるワンルートを確保（平成 23年３⽉）するとともに、乗り換

え経路におけるエレベーター整備を進め、平成25年6月には地下鉄・ニュ―トラムのす

べての乗換駅における乗り換え経路のワンルートが完成、平成 27年度には他社線への乗

り換え経路についても⼀定完了しました。現在は、既設バリアフリー経路の移動距離が⻑

く、また幹線道路の横断が必要となるなど地下鉄をご利⽤されるお客さまに⾮常にご不便

をおかけしている出⼊⼝について、⼀定の条件のもとバリアフリー経路の改善を⽬的とし

たエレベーターの整備を進めております。 

⼤阪市では、プラットホームからの転落や⾛⾏中の列⾞との接触事故を防ぎ、障がいの

ある⼈や⾼齢者等の移動の円滑化と鉄道利⽤者の安全確保のため、⺠間鉄道事業者が実施

する可動式ホーム柵等整備事業に要する経費の⼀部を補助することにより整備促進を⾏

ってきました。 

また、市営交通機関では今⾥筋線や⻑堀鶴⾒緑地線、千⽇前線に可動式ホーム柵を設置

するなど、障がいのある⼈の利⽤しやすい移動⼿段の確保に努めてきました。さらに、お

客さまのご利⽤の多い御堂筋線については、できるだけ早期に対策を講じる必要があると

考え、平成26年度に先⾏して⼼斎橋駅と天王寺駅に設置したところです。 

平成 28年８⽉ 15⽇に東京地下鉄銀座線⻘⼭⼀丁⽬駅で、視覚障がいのある⼈の転落

死亡事故が発生したことを受けて、同月 26⽇には国⼟交通省とりまとめの「駅ホームに
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おける安全性向上のための検討会」が設置され、ハード・ソフト両⾯からの転落防⽌に係

る総合的な安全対策の検討が⾏われました。 

同年 12月に公表された「駅ホームにおける安全性向上のための検討会（中間とりまと

め）」を受けて、早期の取組として平成31年度中に⾕町線東梅⽥駅と堺筋線堺筋本町駅の

2駅にホーム柵を設置し、中⻑期の取組として御堂筋線の全駅設置をめざして課題解決の

検討を進めてまいります。なお、ホーム柵設置までの間は御堂筋線等の各駅で視覚障がい

のある⼈へのお声かけや⾒守り体制を強化し、転落防⽌に取り組みます。 

市営交通事業の経営形態については、平成 29年３⽉に「⼤阪市交通事業の設置等に関

する条例を廃⽌する条例案」が可決されたことから、地下鉄事業は地下鉄新会社に、バス

事業は大阪シティバス株式会社に、それぞれ事業を引き継いでいきます。 

事業の引継ぎについては、それぞれの引継ぎに関する基本方針２０において、「輸送の安

全の確保は、運輸事業の基本で社会的重大課題であることから、経営判断の最優先課題と

し、ハード・ソフト両面から、揺るぎのないよう取り組むこと」「本市交通局が『ひとに

やさしい市営交通』を目指し、先進的に安全施策やバリアフリー施策に取り組んできた精

神を、その歴史や経過を踏まえ、経営理念の根本として継承すること」など、引継会社に

求める事項を定めています。 

なお、交通局がこれまで担当してきた公共交通ネットワークに関する業務を主に担当し、

大阪市域内の地下鉄・バスに関連する総合的な交通政策を推進するため、「都市交通局」

を設置しており、事業の引継ぎ後についても、大阪市がこれまで果たしてきた役割や取組

を踏まえ、安全対策やバリアフリー化が進むよう働きかけていく必要があります。 

暮らしの場の確保については、障がいのある人にとって住みやすい環境として、単身で

も安⼼して暮らすことができるよう⺠間賃貸住宅や市営住宅やグループホーム等の居住

の場が充⾜していることが必要です。また、⼊居差別や⼊居拒否が起こらないよう、⺠間

賃貸住宅所有者や地域住⺠の障がいに対するより⼀層の理解の促進が重要です。 

                                                   
２０ 地下鉄事業については「⼤阪市⾼速鉄道事業及び中量軌道事業の引継ぎに関する基本⽅針（平成 28年 12月 13日可決）」、

バス事業については「⼤阪市⾃動⾞運送事業の引継ぎに関する基本方針（平成 28年 3月 29日可決）」を策定。 
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このような暮らしの場の確保について、⼤阪市では、これまで市営住宅の優先⼊居措置

やグループホームの整備促進に努めてきているところであり、また、障がいや障がいのあ

る人についての地域の理解も深まってきているところですが、引き続き、暮らしの場の確

保に向けた更なる取組が求められています。 

さらに、グループホームについては、平成27年４⽉の消防法令改正により、消防設備、

特にスプリンクラーの設置義務等が強化されています。大阪市ではグループホームの実態

及び特性を踏まえ、指導や特例基準の策定を⾏ってきたところであり、引き続き⼊居者の

安全確保に取り組んでいく必要があります。 

 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆平成28年度⼤阪市障がい者等基礎調査結果から◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

○ 障がいを理由に不快（差別）や不便さを感じた場⾯【複数回答】（障がい者本人用調査票） 
 （上位10項目のみ掲載） 

 

「公共交通機関を利⽤する時」が最も多くなっています。具体的な内容（自由記述欄）では「エ

レベーターが少ない・遠い」といった回答が多く、ハード面の整備が求められています。また、「改

札口に駅員がいないことがある」、「混雑時は利⽤しにくい」、「点字ブロックに荷物が置いている」

等の回答があり、ソフト面も含めたバリアフリーの一層の推進が求められています。 
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公共交通機関を利⽤する時
買物や外食などをする時

働こうとした時、働いている時
家族や周囲の⼈の理解を得ようとする時

医療機関を利⽤する時
公共施設（建物・道路・公園など）などを利⽤する時

趣味・スポーツなどの活動をする時
教育を受ける時

福祉サービスを利⽤する時
必要な情報を探したり情報提供を受ける時 （回答者数3969人）

（%）
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○ 住まいの場を確保するのに必要なこと【複数回答】（障がい者本人用調査票） 

 
「バリアフリー環境などが整った暮らしやすい住居を⾒つけること」が最も多く、住まいの場に

おけるバリアフリー環境の整備や情報提供が求められています。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

（ 課 題 ） 

① 生活環境の整備 

ア ひとにやさしいまちづくりの推進 

イ 大阪市建築物の整備、改善 

ウ ⺠間事業者に対する働きかけ 

エ 公園、駐⾞場等の改善 

② 移動円滑化の推進 

ア 移動手段の整備 

イ 市営交通の事業の引継ぎ 

ウ ⺠間事業者に対する働きかけ 

エ 歩⾏空間の改善 

オ ⾃家⽤⾞利⽤に対する⽀援 

カ バリアフリー施設の情報発信 

③ 暮らしの場の確保 

ア 市営住宅の改善等 

イ グループホームの設置促進 

ウ ⺠間住宅の確保 

26.4 
23.3 
23.1 
22.7 

20.1 
7.4 
6.1 

0 20 40

バリアフリー環境などが整った暮らしやすい住居を⾒つけること

住宅改造に係る費⽤の助成

障がいに対する地域の⼈の理解

公営住宅の優先⼊居

障がいを理由とした⼊居拒否などがない社会

グループホームの充実

その他 （回答者数3969人）

（%）
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エ ⺠間住宅のバリアフリー化の促進 

オ 住宅に関する情報提供 

 

 

施策の方向性 

 

（１）生活環境の整備 

ア ひとにやさしいまちづくりの推進 

・ すべての⼈が使いやすく利⽤できるユニバーサルデザインの考え⽅を踏まえ、「⼤阪

市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき整備を進め、障がいのある人の参

加のもとに「ひとにやさしいまちづくり」を推進します。 

・ 「障害者差別解消法」の理念に基づき、すべての市⺠・事業者が積極的に「ひとに

やさしいまちづくり」に取り組むという意識の⾼揚を図るため、様々な機会をとら

えて啓発を⾏います。 

 

イ 大阪市建築物の整備、改善 

・ 「⼤阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき、市⺠が安全かつ快適に利

用することができるよう、大阪市建築物の整備、改善に努めます。 

 

ウ ⺠間事業者に対する働きかけ 

・ 都市施設（不特定かつ多数の者の利⽤に供する建築物及び駐⾞場）を新たに設置す

る場合は「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づいて、関係事業者と

協議や指導を⾏うなど、バリアフリーの推進を図ります。 

・ また、重点整備地区内における開発については、基本構想の考え方に沿った整備を

進めるよう啓発していきます。 
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エ 公園、駐⾞場等の改善 

・ 公園、駐⾞場等の整備にあたっては、階段のスロープ化や⼿すりの設置、⾞⽌めの

改良、溝蓋の設置、障がいのある⼈に対応したトイレの整備等「ひとにやさしいま

ちづくり」の基本的な考え方に基づき、計画的に改善を図ります。 

 

（２）移動円滑化の推進 

ア 移動手段の整備 

・ 障がいのある人や関係事業者等と連携して策定した基本構想に基づき、鉄道駅舎、

駅前広場、駅周辺施設に⾄る道路、信号機等の重点的・⼀体的なバリアフリー化を

推進します。 

 

イ 市営交通の事業の引継ぎ 

・ 市営交通としての事業は引き継ぐことになりますが、大阪市がこれまで果たしてき

た役割や取組を踏まえ、事業の引継ぎ後についても安全対策やバリアフリー化が進

むよう働きかけていきます。 

・ 大阪市と地下鉄新会社及び大阪シティバス株式会社との間で、諸課題について連絡

調整するための会議体を設置し、市⺠・お客さまの声の共有や施策に関する意⾒交

換等を⾏います。  

 

ウ ⺠間事業者に対する働きかけ 

・ 「バリアフリー法」に基づく基本⽅針において、移動円滑化基準の適合対象となる

鉄道駅舎について、エレベーター設置等の段差解消、可動式ホーム柵の設置等の転

落防⽌対策、多機能トイレや誘導案内設備の設置などのバリアフリー化やノンステ

ップバスの新規導入が促進されるよう、積極的に働きかけます。 
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・ ⺠間鉄道駅の⼀部において駅員のいない駅があることから、「どこでも、だれでも、

自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえ、障がいのあ

る⼈や⾼齢者をはじめとしたすべての駅利⽤者が安全・安⼼に利⽤できるよう、国

に対して、人員配置について鉄道事業者へ指導するよう要望していきます。 

 

エ 歩⾏空間の改善 

・ 重点整備地区内の主要な経路（特定経路）、視覚障がいのある⼈の利⽤が多い公共施

設等から最寄りのバス停や鉄道駅等公共交通機関までの経路、主要交差点、歩道橋

の階段昇降⼝部等への視覚障がい者誘導⽤ブロックの設置を推進し、あわせて歩道

の設置や拡幅を⾏います。 

・ 交差点における歩道の段差切り下げ・勾配修正については、先進事例も参考としな

がら障がいのある人が安全で快適に移動できるよう改善します。 

・ 違法駐⾞、放置⾃転⾞対策を徹底し、障がいのある人をはじめすべての歩⾏者が安

全かつ快適に歩道を利⽤できるようにします。 

 

オ ⾃家⽤⾞利⽤に対する⽀援 

・ 障がいのある⼈の⾏動範囲を⼤幅に広げるものとなる⾃家⽤⾞を活⽤できるよう、

⼤阪府障がい者等駐⾞区画利⽤証制度の普及や⾞いす使⽤者⽤駐⾞スペースの確保

などについて、啓発に努めます。また、市⽴駐⾞場における⼀時駐⾞料⾦割引を継

続します。 

 

カ バリアフリー施設の情報発信 

・ 市⽴病院や図書館などの公共的施設や不特定多数の⼈が利⽤する⺠間施設のバリア

フリー情報を、ホームページ等により情報発信します。 
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（３）暮らしの場の確保 

ア 市営住宅の改善等 

・ 市営住宅の整備にあたっては、引き続きバリアフリー対応の住宅への改善に努めま

す。 

・ 新築市営住宅の全⼾について、「⾼齢者が居住する住宅の設計にかかわる指針」及び

「⼤阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づき建設を⾏うとともに、障が

いのある⼈を対象とした住宅の供給に努めます。 

・ 特定⽬的住宅の障がいのある⼈の⼊居枠の確保に努めるとともに、⾞いす利⽤者住

宅についても可能な限り増設を図ります。なお、特定⽬的住宅の募集の際に申込み

がなかった⾞いす利⽤者住宅については、随時募集の対象とし、常時申込みが可能

な入居枠の確保に努めます。 

 

イ グループホームの設置促進 

・ グループホームは、障がいのある⼈の地域での⾃⽴⽣活や、施設・病院等からの地

域移⾏を図るために必要な「住まい」であり、引き続き、国の補助制度（新築）を

活用した設置促進に努めます。 

・ また、国の補助制度の対象外である賃貸住宅等を活⽤した設置に対する⼤阪市の整

備補助等について、今後も引き続き実施していきます。 

・ 都市部におけるグループホームに適した物件の確保の困難さに対応するため、市営

住宅の活⽤を希望するグループホーム事業者に利⽤可能な住⼾のマッチングについ

て、今後も引き続き実施し、より一層の設置促進に努めていきます。 

・ また、現にグループホームが運営されている市営住宅の建替えを⾏う際には、事業

者の希望と提供可能な住⼾との適合化を図るとともに、国に対して関係法令の整合

性の確保を求めていきます。 

・ スプリンクラー等、グループホームが必要とする消防設備の設置について、スプリ
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ンクラー設置指導及び特例基準に基づき、引き続きグループホームの⼊居者の安全

確保に努めていきます。 

・ グループホームが⼀律に建築基準法上の「寄宿舎」とみなされること等によって、

運営継続や新規設置が困難になることのないよう、大阪府内における建築基準法上

の取扱いに関する申合せ事項の適切な運⽤に引き続き努めていきます。 

 

ウ ⺠間住宅の確保 

・ 大阪府やOsakaあんしん住まい推進協議会２１等と連携し、障がいのある人等の入居

を受け⼊れる⺠間賃貸住宅やその仲介を⾏う不動産事業者、居住⽀援を⾏う団体等

の情報提供を⾏います。また、⼊居を希望する障がいのある⼈が円滑に⺠間賃貸住

宅へ⼊居できるよう取組を進めます。 

 

エ ⺠間住宅のバリアフリー化の促進 

・ 「⾼齢者が居住する住宅の設計に係る指針」等を踏まえ、大阪市の建替建設費補助

制度を活⽤して建設する⺠間集合住宅について、⼀部のエリアで住⼾内のバリアフ

リー化を義務付け、暮らしやすい住宅の供給促進に努めます。 

・ ⺠間共同住宅においては、一定規模を超える建築物をバリアフリー整備の対象とし

ていますが、障がいのある人などへの配慮が促進されるよう、「大阪府福祉のまちづ

くり条例」などの動向も注視して、整備対象の小規模化について検討を進めます。 

・ すべての市⺠が⾃らの問題として積極的に「ひとにやさしいまちづくり」に取り組

む機運を盛り上げるため、その必要性を周知するとともに、協⼒が得られるよう様々

な機会をとらえて啓発を⾏います。 

 

                                                   
２１ 不動産関係団体や⺠間賃貸住宅の賃貸⼈、ＵＲ都市機構や住宅供給公社等の公的賃貸住宅事業者、府、市町村等が正会員
となり平成27年３⽉に設⽴。（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第10条に基づく居住支援協議会） 
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オ 住宅に関する情報提供 

・ ⼤阪市⽴住まい情報センタ―において、障がいのある⼈等に対する住宅相談も含め

た住まいに関する様々な情報提供を⾏います。 

・ 住宅改造に関する相談等の充実を図り、障がいのある⼈⼀⼈ひとりに適した住環境

が確保されるように努めます。 
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２ 安全・安心 

現状と課題 

 

防災対策については、平成 23年の東⽇本⼤震災や平成 28年熊本地震などの過去の⼤

規模災害の教訓から、障がいのある⼈などの避難⾏動要⽀援者の避難⽀援等については、

障がいの程度にかかわらず、⽀援を要する⼈の状況の把握、避難所での⽀援や福祉避難所

等の確保、また、必要な⽣活物品等や医薬品・医療材料の確保などについて、関係機関等

と連携を図りながら、「⼤阪市避難⾏動要⽀援者避難⽀援計画（全体計画）」に基づき、具

体的な取組を推進していく必要があります。 

災害時や緊急時について、避難⾏動要⽀援者をはじめ、障がいのある⼈等を災害から救

出、救護したり、災害発生のおそれがあるとき、事前に避難させたりすることは、安全で

安心して暮らせる地域をつくっていくうえで、極めて重要な課題です。 

また、災害の被害を軽減するためには、「自助」、「共助」、「公助」の連携が必要であり、

地域における防災訓練等への障がいのある人の参加促進など、地域での避難支援等の取組

を進める必要があります。 

⼤きな災害が発⽣した直後などは、⾏政の⽀援が間に合わないことなどから、地域の⽀

えあいが重要であり、⽇頃からの隣近所のコミュニケーションを図ることも必要です。そ

のためにも、様々な啓発等により、障がいのある⼈等に対する理解を深める必要がありま

す。 

防犯対策については、街頭における犯罪が多発している現状において、障がいのある人

が安全で安心して暮らせるまちづくりを進める必要があります。 

また、消費者被害の未然防止・拡大防止を図るため、これまでも各地域における講座の

開催や啓発冊⼦の配布など様々な形で啓発・情報提供を⾏ってきましたが、悪質商法によ

る消費者被害は依然として多く、その⼿⼝や対処⽅法などの知識の普及が必要であるため、

引き続き、各地域において啓発・情報提供を⾏う必要があります。 
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆平成28年度⼤阪市障がい者等基礎調査結果から◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

○ 障がい者施策全般に望むこと【複数回答】（障がい者本人用調査票） 
  （上位10項目のみ掲載） 

 
障がい者施策全般に望むことでは、「災害時などの緊急時の防災対策」を回答された方が 16.9％

と多数おられ、防災対策に対する関心の高さがうかがえます。 

 

 

○ 災害時に必要と思うこと【複数回答】（障がい者本人用調査票） 

 

 

「安全な場所（避難所など）への誘導や介助などの支援」が最も多く、要支援者の避難支援の取

組の促進が求められています。また、「医療的ケアの充実と医薬品などの提供」が続いており、医療

的ニーズへの対応が求められています。 

 

19.3 

17.2 

16.9 

16.9 

16.1 

15.6 

14.9 

14.5 

13.5 

12.7 

0 10 20 30

所得の保障

相談支援体制の充実

災害時などの緊急時の防災対策

障がい福祉サービスの利⽤者負担の軽減

夜間・休日・緊急時の連絡・相談支援体制の確保

高齢障がい者支援の充実

保健・医療・リハビリテーションの充実

交通バリアフリーなどの福祉のまちづくりに基づく環境整備

障がいの特性に配慮した情報提供の充実

暮らしやすい住宅の整備 （回答者数3969人）

（%）

39.4 
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安全な場所（避難所など）への誘導や介助などの支援

医療的ケアの充実と医薬品などの提供

障がいのある人を対象とした避難所の確保

避難所の建物・設備などの整備

障がいに応じた情報提供

避難所での介護やコミュニケーションなどの人的支援

その他 （回答者数3969人）

（%）
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○ 災害等の緊急時に協⼒を求める相⼿【複数回答】（障がい者本人用調査票） 

 
「家族や親族」を回答された方が非常に多くなっており、地域の人等にも協⼒が求められるよう

取組を進める必要があります。また、「協⼒を求めることができる相⼿がいない」を回答された⽅が

6.4％もおられます。そういった方の状況や支援内容を把握するとともに、地域において支えあう取

組を進める必要があります。 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

（ 課 題 ） 

① 防災・防犯対策の充実 

ア 防災体制の強化 

イ 災害時・緊急時の対応策の充実 

ウ 防犯体制の強化 

 

 

 

 

72.1 
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福祉サービス事業所などの職員

区役所・保健福祉センターの職員

医療機関の職員

相談支援事業所・相談機関の職員

保育所・幼稚園・学校の職員

障がい者団体や家族会の人

その他

協⼒を求めることができる相⼿がいない （回答者数3969人）

（%）
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施策の方向性 

 

（１）防災・防犯対策の充実 

ア 防災体制の強化 

・ 「⼤阪市避難⾏動要⽀援者避難⽀援計画（全体計画）」に基づき、要⽀援者の避難⽀

援の取組の促進に努めていくとともに、障がいのある人をあらゆる災害から守るた

め、施設及び住宅の防災体制の強化を図ります。 

 

イ 災害時・緊急時の対応策の充実 

・ 地域における防災訓練等への障がいのある人の参加促進など、地域での避難支援等

の取組を支援します。 

・ 災害時・緊急時の避難誘導及び通報体制・避難ルートを整備するとともに、その周

知徹底を図り、消防関係機関及び住⺠による避難誘導の実効性を確保します。 

・ 大きな災害が発生した直後などは、地域の支えあいが重要であるため、個人情報の

保護に留意し、⽀援を要する障がいのある⼈の所在把握や避難⽀援プラン（個別計

画）の作成を通じて、状況や支援内容を日常的に把握します。 

・ また、様々な障がいの特性について理解を深め、障がい特性に配慮しながら、障が

いのある人に対して避難訓練等への参加を働きかけ、地域における救出、救護の充

実を図ります。 

・ 安否確認の体制や社会福祉法人・ＮＰＯ等と連携した福祉サービス・福祉用具・医

療の確保、⼼のケアのあり⽅などについて検討を進めます。 

・ ｢⼤阪市避難⾏動要⽀援者避難⽀援計画（全体計画）｣に基づき、避難⾏動要⽀援者

への情報伝達体制の整備や、避難された後の状況に応じて必要な医療・保健・福祉

サービスを提供するための体制整備を図ります。 

・ 加えて、福祉避難所で必要となる医薬品や日用品の確保の取組を実施します。 
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・ 障がいのある人等で、避難所での生活に特別な配慮を必要とする人を対象に受け入

れを⾏う「福祉避難所」について、社会福祉施設等の関係団体との調整を進め、そ

の確保に努めます。 

・ また、地域の防災訓練等において、福祉避難所への搬送訓練等を実施し、福祉避難

所運営の実効性の向上を図っていきます。 

・ 福祉避難所への移動⽅法等の対応や受け⼊れ機能の整備、避難⾏動要⽀援者の名簿

の活用等について、「⼤阪市避難⾏動要⽀援者避難⽀援計画（全体計画）」に基づき

取組を進めます。 

 

ウ 防犯体制の強化 

・ 障がいのある人を犯罪から守り、安全で安心なまちづくりを進めるため、地域の実

情に応じた防犯活動の支援や犯罪被害防止のための広報・啓発、防犯活動を進めま

す。 

・ 近隣での⽇々の⾒守りや声かけができるような、地域づくりを⽀援します。 

・ 障がいのある人に対する悪質商法による消費者被害を防止するため、悪質商法の手

口や防止方法を紹介する講座の開催など、障がいのある人に対し、地域の実情や障

がいの状況に応じた形で啓発や情報提供を⾏います。 

 


